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＜改訂履歴＞ 

改訂日 改訂内容 

2009/01/06 
・ Ｐ５，Ｐ６のファイル名の「document」を削除してファイル名称を短くしました。 

・ Ｐ５，Ｐ６の削除対象リストを説明文書、添付文書で１つにまとめました。 

2009/01/20 ・  Ｐ１０のレイアウトに「企画品／ＰＢ商品区分」を項目追加 

2009/01/22 ・  料金を記載 

2009/01/27 ・  Ｐ８の添付文書の文字数変更と備考欄追記 

2009/02/02 ・ Ｐ３背景の内容を変更 

・ Ｐ８添付文書の桁数一部変更 

2009/02/06 ・ Ｐ１４の料金の説明表現を変更 

2009/02/19 ・ Ｐ１０の商品情報のファイルレイアウト項目に「商品区分」を追加 

・ Ｐ１１の添付文書の注意書きを一部修正 

 「１行あたり、４０文字以内で必ず改行されています。」という文言を削除 

＜表示イメージ＞に「（項目名を挿入して表示しています。）」という文言を追加 

2009/02/25 ・ Ｐ３の説明文書、添付文書の提供イメージを修正 

・ Ｐ５，６に削除された説明文書、添付文書を識別する区分の内訳を追記 

・ Ｐ７の説明文書レイアウトを修正、桁数、注意書きを追記 

・ Ｐ１３「その他」の内容を修正 

2009/03/10 ・ 9.料金の欄に、ホールディングス対応を追加。 

・ 小売業向けと冊子を分冊する。 

2009/03/31 ・ Ｐ９の商品情報ファイルレイアウトの項番７、８の桁数を修正 

2009/05/08 ・ Ｐ11 の商品情報ファイルレイアウトの項番 31 のコード値を追加修正 

2009/05/19 ・ Ｐ８、９の凡例の表記を追記 

・ Ｐ１４の料金表に消費税の記載を追記 

2010/02/25 ・ Ｐ１５お問合せ先変更 
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改訂日 改訂内容 

2012/06/19 ・ Ｐ３ 「目次」とページ番号を修正（「注意事項」と「その他」の章を削除したこと、お

よび、ファイルレイアウトのページを修正したため） 

・ Ｐ４ 「１．背景」の内容を修正 

・ Ｐ.８～１０ 「４．ファイルレイアウト」の桁数の修正（2009 年 6 月に変更。仕様書訂

正漏れにつき、今回修正した。） 

＜添付文書＞ 

「問合せ先メーカーＨＰのＵＲＬ」の桁数「80」→「100」に修正 

＜説明文書＞ 

「してはいけないこと」「相談すること」の桁数「1300」→「1800」に修正 

 「効能・効果」「用法・用量」「成分・分量」の桁数「1200」→「1800」に修正 

＜商品情報＞ 

「単品重量」の桁数「4.3」→「3.3」に修正 

・ Ｐ.１１ 「４．ファイルレイアウト」の「説明＆ガイドライン凡例」の修正 

＜商品情報＞ 

「商品区分」に「60 動物用医薬品」「61 動物用医薬部外品」を追加 

区分 37～39、50～80、89 を未使用項目に変更 

2014/02/17 ・ Ｐ.４ 「１．背景」、「２．説明文書、添付文書の提供イメージ」を削除し、「１．本シス

テムについて」を追加し、以降の章番号を変更 

・ Ｐ．５ ファイルフォーマットの表記修正 

・ Ｐ．８～１１ 「４．ファイルレイアウト」の修正 

  ＜商品情報＞ 

   2014/3/19 より運用開始 

「ＯＴＣ医薬品分類」の「説明＆ガイドライン」に条件を追加 

「商品区分」に「11：要指導医薬品」を追加 

  2014/4/1 より運用開始 

「消費税税率」の自動生成時の値を「5」→「8」に修正 

       その他 

「企画品／ＰＢ商品区分」の「説明＆ガイドライン」の表現を修正 

・ Ｐ．１６ お問い合わせ先を「株式会社プラネット コールセンター」へ変更 

2014/07/30 ・ Ｐ．９ ファイルレイアウトを変更 

製造販売元名、製造販売元名カナ、乱用品目区分を追加 

※乱用品目区分とは？ 

薬事法施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）第 15 条の２において、厚生労働大

臣が指定する（厚生労働省告示第二百五十二号）以下の成分を含有する製品。 

１ エフェドリン ２ コデイン（鎮咳去痰薬に限る。） ３ ジヒドロコデイン（鎮咳去痰

薬に限る。） ４ ブロムワレリル尿素 ５ プソイドエフェドリン ６ メチルエフェドリ

ン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。） 

・ Ｐ．１０ 桁数のカウント表記について変更 
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2016/05/17 ・ Ｐ．12 ファイルレイアウト「商品情報」を変更 

項番 37 商品区分 に 86:機能性表示食品 を追加 

2016/11/11 ・ Ｐ．13 ファイルレイアウトを変更 

セルフメディケーション税制対象区分を追加 

2017/11/16 ・ Ｐ．１２ ファイルレイアウト「商品情報」を変更 

項番 34 剤形区分 のリスト値に（53：スプレー剤、65：クリーム剤、66=テープ剤）

を追加 

2023/12/21 ・ Ｐ．１０ ファイルレイアウト「添付文書」を変更 

項番 30 製造販売元名、項番 31 製造販売元名カナの桁数に誤りがあったため

修正 

2024/03/11 ・ Ｐ．１２ ファイルレイアウト「商品情報」を変更 

項番 ５ ＪＡＮメーカーコードの桁数を９桁→１０桁へ拡張 

・ Ｐ．１３ ファイルレイアウト「商品情報」を変更 

項番 ３８ 企画品／ＰＢ商品区分の説明＆ガイドラインを変更 
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１．本システムについて 

本システムでは、セルフメディケーション・データベースセンターの協力を受け、(株)プラネットが下表の医

薬品区分の添付文書、説明文書、商品情報を配信します。 

 

※ ２０１３年１２月に公布された改正薬事法により、「要指導医薬品」が医薬品区分として新設されました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

医薬品区分 要指導医薬品

一般用医薬品

第１類医薬品
（特にリスクの高い医薬品）

第２類医薬品
（リスクが比較的高い医薬品）

第３類医薬品
（リスクが比較的低い医薬品）

販売方法 対面販売
対面販売

インターネット販売

対応者 薬剤師 薬剤師
薬剤師

登録販売者
薬剤師

登録販売者

情報提供
（義務） （義務） （努力義務） 規定なし

相談応需
（義務） （義務） （義務） （義務）

説明文書 説明文書

■医薬品区分別販売における情報提供

添付文書 添付文書 添付文書添付文書

説明文書 説明文書
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yyyymmdd_explanation.tsv・・・・・説明文書  

yyyymmdd_package_insert.tsv・・・・・添付文書  

yyyymmdd_item.tsv・・・・商品情報（カテゴリが医薬品として登録された情報） 

２．ファイルフォーマット 

ご提供するデータは、３パターンです。 

① テキストの全件データ提供 

② テキストの差分データ提供 

③ テキスト、PDF の差分データ提供 

①～③の中から必要な情報を選択し、ご利用ください。 

 

 

＜① テキストの全件データ提供＞ 

医薬品として登録された商品情報と説明文書、添付文書を全件ご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ３ファイルを１ファイルにまとめた圧縮ファイル（ＺＩＰ形式）をご提供します。 

圧縮ファイル名は、yyyymmdd_all_tsv.zip になります。 

 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号） 

 ブランド販売名 

 説明文書項目  成分分量 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号）  

 ブランド販売名 

 添付文書項目  成分分量 

項目名称 

 ブランドコード 

 商品コード 
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yyyymmdd_explanation.tsv・・・・・説明文書  

yyyymmdd_package_insert.tsv・・・・・添付文書   

yyyymmdd_item.tsv・・・・商品情報（カテゴリが医薬品として登録された情報） 

 

yyyymmdd_del.tsv・・・・・削除された説明文書、添付文書のリスト   

yyyymmdd_item_del.tsv・・・・削除された商品情報リスト 

＜② テキストの差分データ提供＞ 

前日に登録・更新・削除された医薬品の商品情報と説明文書、添付文書のみご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご提供ファイルは、最大で５ファイルを１ファイルにまとめた圧縮ファイル（ＺＩＰ形式）を 

※ ご提供します。圧縮ファイル名は、yyyymmdd_tsv.zip になります。 

項目名称 

ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号）  

  ブランド販売名 

説明文書項目  成分分量 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号）  

 ブランド販売名 

 添付文書項目  成分分量 

項目名称 

 ブランドコード 

 商品コード 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号） 

 区分（1:添付文書のテキスト、3:説明文書のテキストを識別） 

 ブランド販売名 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号） 

 商品コード区分 

 共通商品コード 
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yyyymmdd_explanation.tsv・・・・・説明文書  

yyyymmdd_package_insert.tsv・・・・・添付文書   

yyyymmdd_item.tsv・・・・商品情報（カテゴリが医薬品として登録された情報） 

 

yyyymmdd_del.tsv・・・・・削除された説明文書、添付文書のリスト   

yyyymmdd_item_del.tsv・・・・削除された商品情報リスト 

explanation ブランドコード.pdf・・・・・説明文書   

ブランドコード.pdf・・・・・添付文書  package_insert 

＜③ テキスト、PDF の差分データ提供＞ 

前日に登録・更新・削除された医薬品の商品情報と説明文書、添付文書のみご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご提供ファイルは、圧縮ファイル（ＺＩＰ形式）をご提供します。 

圧縮ファイル名は、yyyymmdd_pdf.zip になります。 

項目名称 

ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号）  

  ブランド販売名 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号）  

  ブランド販売名 

項目名称 

 ブランドコード 

 商品コード 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号） 

区分（1:添付文書のテキスト、2:添付文書のＰＤＦ 

3:説明文書のテキスト、4：説明文書のＰＤＦを識別） 

 ブランド販売名 

項目名称 

 ブランドコード（承認販売単位毎に付番されるシステム管理番号） 

 商品コード区分 

 共通商品コード 
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３．ファイルレイアウト 

＜添付文書＞ ◎：登録必須 ○：添付文書に記載がある場合は必須 △：任意 

NO 必須 項目名 属性 桁数 説明＆ガイドライン凡例 

1 ◎ ブランドコード 数字 半角 13 
添付文書、説明文書と商品情報を紐付ける 

コード 

２ ◎ ブランド販売名 かな漢字 全角 60   

３ ◎ ブランド販売名カナ 英数カナ 半角 120   

４ ◎ 初回添付文書作成年月 日付 半角 7  yyyy/mm 形式 

５ ○ 添付文書改訂年月 日付 半角 7  yyyy/mm 形式 

６ △ 添付文書版番号 英数カナ 半角 15   

７ ○ 添付文書の必読等に関する事項 かな漢字 全角 200   

８ ○ 特徴 かな漢字 全角 2000   

９ ○ 前書き注意 かな漢字 全角 200 過去登録分で最大 1800 文字の登録あり。  

１０ ○ してはいけないこと かな漢字 全角 3000   

１１ ○ 相談すること かな漢字 全角 3000   

１２ ○ その他の注意 かな漢字 全角 1800 過去登録分で最大 2800 文字の登録あり。  

１３ ◎ 効能・効果 かな漢字 全角 2500   

１４ ◎ 用法・用量 かな漢字 全角 2500   

１５ ◎ 成分・分量 かな漢字 全角 2500   

１６ ○ 保管及び取扱い上の注意 かな漢字 全角 1000   

１７ △ その他の添付文書記載内容 かな漢字 全角 2000   

１８ ○ 問合せ先前書き かな漢字 全角 200 過去登録分で最大 500 文字の登録あり。  

１９ ○ 問合せ先名 かな漢字 全角 100   

２０ ○ 問合せ先住所 かな漢字 全角 100   

２１ ○ 問合せ先電話 かな漢字 全角 100   

２２ ○ 問合せ先受付時間 かな漢字 全角 100   

２３ ○ 問合せ先に関する上記以外の記載内容 かな漢字 全角 500   

２４ △ 問合せ先メーカーＨＰ名 かな漢字 全角 100   

２５ △ 問合せ先メーカーＨＰのＵＲＬ 英数カナ 半角 100   

２６ △ 当該製品に関する Web ページ名 かな漢字 全角 100   

２７ △ 当該製品 Web ページのＵＲＬ 英数カナ 半角 200 過去登録分で最大２00 文字の登録あり。  

２８ ◎ 包装別共通商品（ＪＡＮ）コード かな漢字 全角 1000  

２９ ○ 備考 かな漢字 全角 100   

３０ ◎ 製造販売元名 かな漢字 全角 60   

３１ ◎ 製造販売元名カナ 英数カナ 半角 120   

３２ ◎ 乱用品目区分 英数カナ 半角 1 
0:乱用等のおそれのない医薬品 

1:乱用等のおそれのある医薬品 
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＜説明文書＞ ◎：登録必須 ○：説明文書に記載がある場合は必須 △：任意 

NO 必須 項目名 属性 桁数 説明＆ガイドライン凡例 

1 ◎ ブランドコード 数字 半角 13 
説明文書、添付文書と商品情報を紐付ける 

コード 

２ ◎ ブランド販売名 かな漢字 全角 60   

３ ◎ ブランド販売名カナ 英数カナ 半角 120   

４ ◎ 初回説明文書作成年月 日付 半角 7  yyyy/mm 形式 

５ ○ 説明文書改訂年月 日付 半角 7  yyyy/mm 形式 

６ △ 説明文書版番号 英数カナ 半角 15   

７ ○ してはいけないこと かな漢字 全角 1800 

説明文書に記載された「保健衛生上の危害を

防止するために必要な事項」のうち、添付文書

の「してはいけないこと」に該当する部分 

８ ○ 相談すること かな漢字 全角 1800 

説明文書に記載された「保健衛生上の危害を

防止するために必要な事項」のうち、添付文書

の「相談すること」に該当する部分 

 ９ ◎ 効能・効果 かな漢字 全角 1800 説明文書に記載された「効能・効果」 

１０ ◎ 用法・用量 かな漢字 全角 1800 説明文書に記載された「用法・用量」 

１１ ◎ 成分・分量 かな漢字 全角 1800 説明文書に記載された「成分・分量」 

 

※ 桁数については、改行コード「\n」を１桁としてカウントした桁数になります。 
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＜商品情報＞ ◎：登録必須 ●：特定条件時必須 △：任意 ■：自動生成 □：未入力の場合自動生成 

NO 必須 項目名 属性 桁数 説明＆ガイドライン 

1 ◎ ブランドコード 数字 半角 13 説明文書、添付文書と商品情報を紐付けるコード 

2 ◎ 商品コード区分 英数カナ 半角 1 

ＪＡＮコード「J」、ＥＡＮコード「E」、ＵＰＣコード「U」、擬似ＪＡＮコード「K」の中

から入力。企画品、ＰＢ商品で同一ＪＡＮコードを登録する場合は、「H」、

「V」、「X」、「Y」の中から入力。 

3 ◎ 共通商品コード 英数カナ 半角 13 
ＪＡＮコード、ＥＡＮコードは 13 桁、短縮コードは 8 桁、ＵＰＣコードは 12 桁

を入力。 

4 △ 登録事由 数字 半角 1 1：新発売、2：パッケージ変更、3：商品コード変更、9：その他 

5 ◎ ＪＡＮメーカーコード 数字 半角 10   

6 ◎ 全角メーカー名（２０）   かな漢字 全角 20   

7 ◎ ブランド販売名 かな漢字 全角 60   

8 ◎ ブランド販売名（カナ） 英数カナ 半角 120   

9 ◎ メーカー正式商品名 かな漢字 全角 60 メーカーが提供する省略のない商品名を入力。 

10 ◎ 全角商品名（２５） かな漢字 全角 25 プライスカード、ＰＯＰなどに利用する全角商品名称。 

11 ◎ 半角商品名（２５） 英数カナ 半角 25 ＥＤＩ、ＥＯＳ伝票表示用の半角商品名称。商品名称を 25 桁以内で入力。 

12 ◎ 全角商品名（１４） かな漢字 全角 14 
プライスカードなどに利用する全角商品名称。商品名称を 14 桁以内で入

力。 

13 ◎ 半角商品名（１４） 英数カナ 半角 14 
プライスカードなどに利用する半角商品名称。商品名称を 14 桁以内で入

力。 

14 ◎ 全角内容量 英数カナ 全角 4.2   

15 ◎ 全角内容量単位 かな漢字 全角 2   

16 ◎ 全角入数 英数カナ 全角 6   

17 ◎ 全角入数単位 英数カナ 全角 2   

18 ◎ 業界カテゴリ分類コード 英数カナ 半角 8 業界カテゴリ分類コード 8 桁を入力。 

19 ◎ メーカー出荷可能日 西暦日付 半角 10 発売開始年月日を YYYY/MM/DD の形式で入力。 

20 ◎ 発売開始日 西暦日付 半角 10 店頭発売開始年月日を YYYY/MM/DD の形式で入力。 

21 △ 発売中止日 西暦日付 半角 10 発売中止年月日を YYYY/MM/DD の形式で入力。 

22 ◎ 単品サイズ（幅） 数値 半角 4 商品の正面から見た幅。単位は mm。 

23 ◎ 単品サイズ（高さ） 数値 半角 4 商品の正面から見た高さ。単位は mm。 

24 ◎ 単品サイズ（奥行） 数値 半角 4 商品の正面から見た奥行き。単位は mm。 

25 ◎ 単品重量 数値 半角 3.3 単位 kg。小数点第三位まで入力可。 

26 ◎ 希望小売価格 数値 半角 8 
メーカー希望小売価格（税抜価格）。オープンプライスの場合は「0」を入

力。 

27 △ 希望小売価格（税込） 数字 半角 8 オープンプライスの場合は「0」を入力。 

28 □ 消費税区分 英数カナ 半角 1 商品の消費税区分を示す。1:外税、2:内税、3:非課税を入力。 

29 □ 消費税税率 数値 半角 3.2 消費税の税率を%単位で入力。未入力の場合は「8」を自動生成。 

30 ◎ 商品特徴（２００） かな漢字 全角 200 商品ＰＲ、キャッチコピーなどを入力。 
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NO 必須 項目名 属性  桁数 説明＆ガイドライン 
 

31 ● ＯＴＣ医薬品分類 数字 半角 2 

10：第１類医薬品、22：指定第２類医薬品、24：第２類医薬品、30：第３類医

薬品、９９：メンテナンス中 の中から入力。 

業界カテゴリコードが「2211:精神神経用薬」～「2239:その他のＯＴＣ医薬

品」で、商品区分が「10：一般用医薬品」の場合は必須。 

32 ● 毒物・劇物区分 数字 半角 1 

0：毒物・劇物以外、1：毒物、2：劇物、 の中から入力。 

業界カテゴリコードが「2211:精神神経用薬」～「2239:その他のＯＴＣ医薬

品」の場合は必須。 

33 ● 農薬・動物薬区分 数字 半角 1 

0：農薬・動物薬以外、1：農薬、2：動物薬、の中から入力。 

業界カテゴリコードが「2211:精神神経用薬」～「2239:その他のＯＴＣ医薬

品」の場合は必須。 

34 ◎ 剤形区分 数字 半角 3 

11：散剤、12：顆粒、13：細粒、21：錠剤、22：丸剤、31：カプセル剤、41：トロ

ーチ剤、42：舐剤、43：（ゼリー状）ドロップ剤、51：内用液剤、52：外用液

剤、53：スプレー剤、81：浸剤、82：煎剤、91：ガム剤（咀しゃく剤）、92：発泡

剤・ドライシロップ剤、96：（内服薬）その他の剤形、61：軟膏剤、62：硬膏

剤、63：パップ剤、64：絆創膏剤、65：クリーム剤、66=テープ剤、71：坐剤、

97：（外用薬）その他の剤形、98：その他、 の中から入力。 

35 △ 包装規格名称 かな漢字 全角 30 例）１８０ｍL×２、２瓶 

36 △ 小児用区分 数字 半角 1 
0：兼用、1：大人用（大人（15 歳以上）の用量・用法しかない）、 

2：小児用（小児（15 歳未満）の用量・用法しかない）、の中から入力。 

37 ◎ 商品区分 数字 半角 2 

10:一般用医薬品 11:要指導医薬品 

20:医療機器 

31:防除用医薬部外品 32:指定医薬部外品  33:医薬部外品 

40:医療用医薬品 

60：動物用医薬品 61:動物用医薬部外品 

81:栄養機能食品 82:特定保健用食品 

83:特別用途食品 85:健康補助食品    86:機能性表示食品 

90:その他 

38 △ 企画品／ＰＢ商品区分 数字 半角 1 定番品「ﾌﾞﾗﾝｸ」、企画品（公開）「3」、ＰＢ品（公開）「4」 

39 ◎ 最終更新日 西暦日付 半角 10 最終更新年月日を YYYY/MM/DD の形式で入力。 

40 △ 
セルフメディケーション

税制対象区分 
英数カナ 半角 1 

セルフメディケーション税制の対象商品の場合「1」を入力。 
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４．添付文書の表示イメージ 

＜ご提供ファイルイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ＴＡＢ区切りの tsv ファイルになります。 

 画面で表示した際に見やすいように、改行位置に「\n」をセットしています。 
 

＜表示イメージ＞ 

改行コード「\n」で改行をおこなうと、以下のように表示することが出来ます。 

（項目名を挿入して表示しています。） 
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５．説明文書の表示イメージ 

＜ご提供ファイルイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＴＡＢ区切りの tsv ファイルになります。 

 画面で表示した際に見やすいように、改行位置に「\n」をセットしています。 

 

＜表示イメージ＞ 

改行コード「\n」で改行をおこなうと、以下のように表示することが出来ます。 

（項目名を挿入して表示しています。） 
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６．ファイルの受信について 

 データの取得は、指定のＵＲＬからおこなっていただきます。 

（接続ＵＲＬはＩＤ発行時にご連絡させていただきます） 

 アクセスいただくページには、ベーシック認証がかけられておりますので、事前にご連絡したＩＤ、

パスワードを入力してログインして下さい。 

 全件データ取得の場合は最新の全件ファイルのみのご提供になります。 

 差分ファイル取得の場合は、2 週間前までの（最大で 15 ファイル）更新情報がダウンロードできま

す。 

 

※ 自動化を考えられる場合は、一般に販売されているオートパイロットソフトなどをお使いいただき、

自動ダウンロードをおこなって下さい。 

 

   ＜ダウンロード画面イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル名                         サイズ     作成日時 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20081226_pdf.zip       100KB 2008/12/26 1:00:00 

20081227_pdf.zip       200KB 2008/12/27 1:00:00 

20081228_pdf.zip       150KB 2008/12/28 1:00:00 

20081230_pdf.zip       300KB 2008/12/30 1:00:00 
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７．料金 

 パターン１   小売業様での利用 

説明文書、添付文書一括提供利用料金 （消費税別） 

初回設定料 50,000 円（一括ファイル受信用 ID 設定、仕様説明など） ※１ 

利用料金 4,000 円／企業 ※２ 

支払先  株式会社プラネット 

※１ プラネットに直接接続してファイル受信される場合に限り、初回設定料がかかります。 

※２ 一企業あたりのご利用料金（月額）です。但し、お支払いは一年分一括で申し受けます。  

 （店舗数に関係なく一律の料金です。） 

※３ 本サービスはデータの一括提供をおこなうもので、ＷＥＢでの検索、画面表示などは含まれません。 

※４ ホールディングス、グループ、ボランタリーチェーンなどでご利用の場合は別途お問い合わせください。 

         

 パターン２   システムベンダー様の利用（取得したデータを再利用して、複数企業へ提供する場合） 

ＪＳＭ－ＤＢ特別会員料金 （消費税込） ※JSM-DB の会員になっていただく必要があります   

入会金 100,000 円（初回のみ） 

会費  120,000 円／年 

データ再利用料 データ再利用料 詳細参照 

支払先 ＪＳＭ－ＤＢＣ 

                          ＋ 

 説明文書、添付文書一括提供初回設定料 （消費税別） 

初回設定料 50,000 円（一括ファイル受信用 ID 設定、仕様説明など） 

支払先  株式会社プラネット 

※１ 一括ファイル受信されない場合、初回設定料は必要ありません。 

※２ システムベンダー様が小売業様に対してデータ提供される場合でも、パターン１の利用料金を

小売業様にご負担いただく必要があります。 

 

 パターン３   メーカー、卸売業様での利用  

ＪＳＭ－ＤＢ会員料金 （消費税込） 

利用料金 ＪＳＭ－ＤＢ会員になっていいただく必要があります。 

料金については、ＪＳＭ－ＤＢセンターへご確認下さい。 

支払先 ＪＳＭ－ＤＢＣ 

                          ＋ 

説明文書、添付文書一括提供初回設定料 （消費税別） 

初回設定料 50,000 円（一括ファイル受信用 ID 設定、仕様説明など） 

支払先  株式会社プラネット 
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お問い合わせ先 

株式会社プラネット ネットワーク管理部 

e-mail：crm@planet-van.co.jp 

 

 

 


